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メリット制の適用を受ける事業主には、労災支給処分に係る取消訴訟の原告適格は認められない
（一般財団法人あんしん財団事件　最高裁一小　令6.7.4判決）

労働判例

労災年金給付等のスライド率を改定、令和6年8月1日から適用 等
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本誌特別調査

慶弔見舞金の支給実態
（労務行政研究所）

相談室Q&A
●自社独自の特別有給休暇と年休を併用して取得する場合、連続取得日数を制限することは問題か
●子どもの病気を理由とする当日の年休申請に対し、無給の看護休暇のみ認めることは問題か
●育児休業中に傷病手当金を受給することは可能か
●退職時期が近いことを理由に定期的な昇格昇給を行わないことは問題か
●情報漏洩防止の観点から、業務用パソコンを自宅に持ち帰る際に飲食店等への立ち寄りを禁止してもよいか
●給与と経費精算の振込先を会社が指定することは問題か
●復職可能だが在宅勤務が望ましいと診断された休職者を復職させるべきか
●気象警報が発令されている状況下で発生した通勤災害について、会社は安全配慮義務違反に問われるか
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